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１． 基本的な考え方 

学校は児童生徒が健康な生活を営めるよう、家庭の食事療法に協力する立場で、 

次の原則のもと安全性を最優先とし可能な範囲で対応します。 

 

＜原 則＞ 

① 学校給食における食物アレルギーの対応は、過敏食物・食品の完全除去対応を基本と

する。ただし、牛乳・乳製品アレルギー及び口腔アレルギー症候群の対応においては、

医師の指示のもと、一部個別対応も行う。 

※以下「除去食」とは、調理過程で過敏食物・食品を除いた給食をいう。 

※以下「原因食物」とは、過敏食物・食品のことをいう。 

② 医師の診断による「学校生活管理指導表」を保護者より提出してもらうこと。 

③ 校内に「食物アレルギー対応委員会」（委員長：校長 委員：副校長・主幹教諭・教務主

任・養護教諭・保健主任・栄養教諭・学校栄養職員・給食主任・関係学級担任等）を設

置し、対応内容の検討を行う。対応実施の決定は、学校長が行い、学校医等を含め関

係者が連携して組織的に対応にあたること。 

④ 学校の実状から判断し、学校として継続して行える作業の範囲であること。 

⑤ 対応の決定後も保護者及び主治医との連絡は密にすること。 

⑥ 児童生徒が誤食、症状出現時の緊急時対応について、職員間で共通認識の下、具体

的、確実に対応できる体制を整えておく。 

⑦ 対応にあたっては、児童生徒の栄養面及び精神面に配慮をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

－ 対応の実際 － 

保護者の求めるままに実状に合わない無理な対応を行うことは、かえって事故を招く危険

性をはらんでいます。学校給食のアレルギー対応は、あくまでも医師の診断と指示に基づい

て行うこととし、校内の「食物アレルギー対応委員会」において、学校及び給食室の状況と食

物アレルギーの児童生徒の実態（重症度や除去品目数など）を総合的に判断し、関係者が

連携して現状で継続的に行うことのできる最良の対応を検討します。対応方法は、原因食物

を「提供するかしないかの二者択一」とする完全除去対応を基本とした安全性が十分に確保

できる内容とし※、対応実施の決定は必ず学校長が行います。※牛乳・乳製品については、

一部個別対応も行います。 

また、本来食物アレルギーは、代替による対応が望ましいことに配慮し、対応の際は、家庭

との情報交換を十分に行い、除去食により不足する栄養素などは家庭の食事でも補ってもら

えるよう協力を求めます。  

栄養士は、安全性と公平性に配慮し、１日に作る除去食の種類が多種多様に渡らないよ

う献立の組み合わせや食材料の選択を工夫します。 



２． 食物アレルギー対応の流れ 

月日 新１年生 すでに対応している児童・生徒 

 
１０月 
 ～２月 
 
 
 
 
 
３月 
～４月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４月 

 
 
 
 
○就学時健康診断や入学説明会の機会
に、食物アレルギーの対応を要すると思
われる場合は申し出るよう促す 

 
 
 
○医師が学校での配慮を必要としないと診
断した場合や家庭での管理を行っていな
い場合は対応の対象外となる 
・食物アレルギー対応依頼書（新規） 

（様式１－①） 
・学校生活管理指導表     （様式２） 
・食物アレルギー対応個人票 （様式４） 

 
 
 
○対象の児童生徒と保護者の情報を詳細
に得る（管理職・実務者） 

○申請内容を正しく把握する 
・食物アレルギー調査票 （様式３－①

②） 
○学校給食の提供までの流れや、学校及
び給食室の現状を理解してもらう 

※「対応できる内容」と「対応できない内容」
について、正確に伝え理解を得る 

 
 
 
○提出書類をもとに、「食物アレルギー対応
委員会」で対応方法の検討をし、対応方
針を決める 

 
※担任を含め、次年度の担当者に正確に
引き継ぐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○毎年、学校生活管理指導表の提出を求
め、経過による症状の軽症化によっては、
対応の見直しを検討する 
・食物アレルギー対応依頼書 
（継続・継続追加有り・継続一部解除有り） 

（様式１－①） 
・食物アレルギー対応変更依頼書 

                  （様式１－②） 
・学校生活管理指導表     （様式２） 

 
 
 
○提出書類をもとに、「食物アレルギー対応委
員会」で対応方法の見直しをし、対応方針
を決める 

○必要に応じて、保護者と面談の機会を持
ち、児童生徒の状況の把握と対応について
理解を得ることに努める 

 
 
 
 
 
 
 
※担任を含め、次年度の担当者に正確に引
き継ぐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 

配慮の必要な児童の把握 
保護者の申し出 

依頼書・学校生活管理指導表の提出 

 個別面談 

対応実施の決定 

教職員の共通理解 

対応の開始 

対応の評価・見直し・個別指導 

学校生活管理指導表の提出 
 

対応の検討 （個別面談） 

○対応実施の決定は学校長が行う 

○新年度、給食開始日までに校内で
共通認識を図っておく 

○対応の経過等を個人票（様式４）に
追記する 

 

転入時及び新規発症時は、

新１年生と同様の対応を迅速

に行います 

対応の検討 



３． 具体的な対応・留意点 

（１） 食物アレルギー対応の段階と配慮事項 

 

【１】 除去食を提供する場合   

 

［対  象］調理の過程で原因食物を除去することが可能な場合 

［手順 及び 配慮事項］ 

対応決定 ・医師の診断による生活管理指導表のもと可能な範囲で対応する 

・牛乳・乳製品アレルギーの一部個別対応（※）について、摂取の不可が体調による場合

等の際は、完全除去対応とする 

（※）一部個別対応とは、多段階の対応ではなく、医師の診断をもとに「飲用牛乳のみ除

去」「学校給食用パンのみ摂取可」の対応を可とするものである 

・食物アレルギー病型が口腔アレルギー症候群で、原因食材が生果物・生トマトの場合は、

加熱した果物、トマトケチャップ等の摂取を可とする 

・調味料・だし・添加物やコンタミネーションについての対応が必要とされる診断の場合は、

弁当対応も考慮する 

・除去による栄養の不足について、家庭でも補えるよう保護者に協力を求める 

・面談記録や具体的な対応内容は、書面で保護者と共通認識を図る 

献立作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・そばは使用しない 

・明確な使用目的がある場合以外、キウイの使用は避ける。 

また、キウイを含め、使用頻度の少ない食品は、未摂取による初発の発症を防ぐため、注

意喚起のうえ使用する 

・ナッツ類は使用しない。 

対象ナッツ・・くるみ、カシューナッツ、アーモンド、マカデミアナッツ 

ピスタチオ、ペカンナッツ、ヘーゼルナッツ、 

ココナッツ、ピーナッツ（落花生） 

・除去対応で使用・・くり、ごま、ココア、チョコレート、ココナッツミルク、 

             ナタデココ、アーモンドエッセンス、杏仁等 

 

・1回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないよう配慮する 

例）×「五目チャーハン（いり卵）たまごスープ（かき卵）」 

・原因食物が使用されていることが明確な料理名をつける 

例）× 魚のピリ辛焼き → 〇 鯖のごま付け焼き 

× 果物 → 〇 りんご※都合により食材が変更になる場合もあります 

・一品に対し複数の対応を極力行わない 

例）ちらしずしの対応 × いり卵除去、ごま除去 

→ 〇 いり卵 と ごま 除去 

※ リスクの低減のため、このような対応をすることが 

あることを保護者へも説明する 

 

・食味や食材費に影響のない範囲内で対応食の種類を減らす工夫する 

例）フライの衣に卵を使用しない 

 

 

 

 

 

除去食の種類をできる

だけ減らし、作業の単純化

をこころがけ、通常食と見

分けがつくように提供しま

す 

 使用頻度の少ない食材

を使用する際は、献立表

等に使用の旨を目立つよ

うに記載し周知する 
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食品選択 

 

 

調   理 

 

 

 

 

 

 

 

 

配   食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食指導 

・通常食と対応食の見分けがつくよう工夫する 

例） 

通常食 対応食（除去食）  [原因食品] 

魚や肉のフライ 素揚げ 又は ソテー [卵、乳] 

ホワイトシチュー 
※ウインナーは卵・乳無添 

ポトフ [卵、乳] 

杏仁豆腐 フルーツポンチ [乳] 

ハンバーグ（楕円型） つなぎ抜 ハンバーグ（四角型）[卵] 

たこ揚げ（球型） じゃが揚げ（半分に切る）[タコ] 

手作りﾚｰｽﾞﾝチーズパン（丸型） 手作りﾌﾟﾚｰﾝパン（コッペ型・ﾚｰｽﾞﾝ抜き）［チーズ］ 

   

 

・加工食品は、原因食物が使用されていない食品を選定することも考慮する 

例）畜肉製品、練り製品 

 

・栄養教諭、栄養職員は、調理過程において調理従事者が確実に除去できるように指示

する 

・除去食対応のある児童生徒の学級、氏名、原因食品の一覧表を掲示する 

・通常食の作業工程表及び動線図にアレルギー対応作業を追記する 

・調理担当者と確認担当者は兼務しない 

・検収時は、原材料表示を確実に確認する 

・配食スペースを確保し、通常食との作業動線が重ならないよう配慮する 

・特に割卵や混合時のコンタミネーションに十分注意する 

 

・除去食は、通常食と別色のトレイに一食分盛り付けることが望ましいが、配食スペースの

確保が難しい場合、皿ごとに盛り付ける 

例）卵焼き（除去食）と和え物（通常食）を平皿に盛り付ける 

・対応食を盛り付けた皿にはフードカバーをし、児童生徒名と対応内容を明示する 

・ラップを使用する場合は、フードカバーの下にする 

・確認者は、声出し指さし確認を基本とし確認したことを記録する 

・保存食を採り、検食を用意する 

・日によって対応食がないことの明示方法を決めておく 

 

・除去対応（弁当対応）のある日は、原則おかわり禁止とする 

・配膳時（給食当番）や片づけ時のルールは、校内で統一する 

例）≪ 配膳時（給食当番） ≫ 

・対応児童生徒が給食当番の際は、原因食品には触れないよう配慮する 

・トレイごとに盛り付けの場合、配膳の列には並ばない 

・皿ごとに盛り付けの場合、一番に配膳を行い、給食指導担当者がトレイを確認する 

≪ 片づけ ≫ 

・対応児童生徒が給食当番の際は、原因食品に触れないよう配慮する 

・トレイごとに盛り付けの場合、トレイごとに返却する 

・牛乳の片づけは行わない（乳アレルギー）             等 

・予定献立や使用食材に変更があった場合、通常と異なる形式の給食（バイキング給食

等）の際は、誤食がないよう特に注意する 
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・食物アレルギーについて学級の児童生徒が正しく理解するように指導し、本人が精神的

な負担を感じることがないよう配慮する 

・担任以外の者が給食指導にあたる場合、対応内容及び緊急時の対応について担当者へ

の伝達を確実に行う 

例）補教の場合・たてわり活動・交流給食・遠足等 

・学級担任（給食指導担当者）は、対象児童生徒が除去食を確実に喫食したことの確認を

行う 

・栄養教諭、栄養職員は、可能な限り対象児童生徒の学級を訪問して、実態把握や確認

に努める 
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【２】 献立によって弁当を持参する場合     （一部の料理を持参する場合も含む） 

 

［対  象］調理の過程で原因食物を除去することが困難な場合 

 

［配慮事項］ 

・栄養教諭、栄養職員は、弁当対応についても除去食対応と同様に対応内容を学級担任（給食指導担当者）

へ連絡する 

・弁当対応（除去対応）のある日は、原則おかわり禁止とする 

・配膳時（給食当番）や片づけ時のルールは、校内で統一する 

・学級担任は、給食当番や片付けの際に原因食物に触れたり誤食をしたりしないよう注意する 

・食物アレルギーについて学級の児童生徒が正しく理解するように指導し、本人が精神的な負担を感じること

がないよう配慮する 

・予定献立に変更があった場合、通常と異なる形式の給食（バイキング給食等）の際は、誤食がないよう特に

注意する 

・担任以外の者が給食指導にあたる場合、対応内容及び緊急時の対応について担当者への伝達を確実に行  

う 

例）補教の場合・たてわり活動・交流給食・遠足等 

・学級担任（給食指導担当者）は、対象児童生徒が弁当を確実に喫食したことの確認を行う 

・栄養教諭及び栄養職員は、可能な限り対象児童生徒の学級を訪問して、実態把握や確認に努める 

・弁当の管理は本人管理を基本とし、学校の実状に合わせて、管理方法について保護者と申し合わせをして

おく 

 

[弁当対応を考慮する目安]   

・除去対応することにより不足してしまう栄養を弁当で補う必要がある場合 

・安全な給食提供が困難である場合 

例）下記に対し対応が必要な場合 

鶏 卵 卵殻カルシウム 

牛 乳 乳糖、乳清焼成カルシウム 

小 麦 しょうゆ、酢、みそ、給食室内に舞った粉 

大 豆 大豆油、しょうゆ、みそ 

ゴ マ ゴマ油 

甲殻類 しらすや海藻に混入しているエビやカニ 

エビやカニを捕食している魚介類 

魚 類 かつおだし、いりこだし、魚しょう 

肉 類 エキス 

その他 多品目 

通常食と同じ食器や調理器具の共用（洗浄・消毒済み） 

油の共用 

加工品などの製造工場、製造ラインでのコンタミネーション 
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【３】 本人が除去する場合 

 
［対  象］比較的症状が軽く、本人が原因食物を取り除くことができる場合 

 

［配慮事項］  

・本人に取り除く食物を理解させておくよう保護者に協力を求める 

・担任は除去食物を理解しておく 

・食物アレルギーについて学級の児童生徒が正しく理解するように指導する 

・最も誤食事故が起きやすい対応なので、誤って食べてしまった場合の対処方法を確認しておく 

 

（２） 除去食提供の確認手順 

◯ 給食室の見やすい場所に除去食対応のある児童生徒の学級、氏名、原因食品の 

一覧表「個人情報一覧表*（食物アレルギー対応リスト）」を掲示する 

 

◯ 確認方法は、指さし声出し確認を基本とし、確認したことの記録をする 

 

確認内容 確認者 確認帳票類 

献立作成 □献立・使用食材 

 

 

□使用食材の原材料 

□調理指示 

校・栄・保 

 

 

栄 

栄・調 

□ アレルギー詳細献立表* 

（家庭配布用献立表） 

□ アレルギー対応献立表* 

□ アレルギー対応連絡表* 

□ 原材料表示の写し等 

□ 調理室手配表* 

調  理 □作業工程・作業動線 

□使用食材の原材料 

□調理 

□配食（盛り付け） 

□検食 

栄・調（従事者全員） 

調・栄 

調 A・栄 

調 B・栄 

検食者 

□ 作業工程表・作業動線図 

□ 原材料表示 

□ 食物アレルギー対応カード* 

□ 食物アレルギー対応カード* 

□ 検食簿 

給食指導 □引き渡し 担・本人・栄・（調） □ 食物アレルギー対応カード* 

□ アレルギー詳細献立表* 

（家庭配布用献立表） 

□ アレルギー対応連絡表* 

校：校長 

栄：栄養教諭・栄養職員  

調：調理従事者（A・Bは別の者） 

担：担任(給食指導担当者) 

保：保護者 

                        *カロリーメイク７出力帳票類   
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（３）学習活動での対応 

学校給食だけでなく、教材教具等にアレルゲンが含まれる場合や調理実習など食に関す

る学習活動、野外での学習や宿泊を伴う学習などでも食物アレルギーに配慮していく必要が

あります。その場合には、学級担任が保護者と連絡調整を十分に行い、児童生徒の安全を

確保します。必要に応じて管理職からの指導・助言を受けたり、学校栄養職員・養護教諭等

に相談したりして対応してください。 

 

【１】 教材教具等への配慮 

・牛 乳   … 牛乳パックリサイクル、工作 

・卵      … 卵の殻を使った学習 

・小 麦   … 小麦粘土、うどんやパン作り体験 

・ピーナッツ … 落花生栽培、豆まき 

・そ ば    … そば打ち体験 

・大 豆    … みそ作り、豆まき 

 

【２】 食に関する活動での配慮 

   ・学校行事や学級活動 

   ・生活科や家庭科の調理実習 

   ・生活科や理科での栽培 

   ・総合的な学習の時間 

   ・クラブ活動 

 

【３】 野外での学習や宿泊を伴う学習での配慮 

   ・遠足 

   ・生活科、社会科見学 

・チャレンジザドリーム 

   ・林間学校等宿泊行事 

 

【４】 食物依存性運動誘発アナフィラキシー（※）への配慮 

   ・５、６校時の体育、体育的行事 

・昼休み 

   ・部活動 

 

（※） 原因となる食物を摂取して２時間以内に激しく運動することによりアナフィラキシー症状を起こ

します。原因食物としては、小麦、甲殻類が多く、運動量が増加する中学生に最も多くみられます。

発症した場合は呼吸困難やショック症状のような重篤な症状にいたるので注意が必要です。原因

食物の摂取と運動の組み合わせで発症するため、食べただけ、運動しただけでは症状はおきず、気

が付かずに誘発症状を繰り返す例もあります。 
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４． 症状発症時の対応の手順 

実施すること 留 意 点 

 

□状況の把握（発見者） 

子どもから離れず観察 

他の職員を呼ぶ（担任に連絡） 

 エピペン・AED と内服薬の用意を指示 

 

□学校長は、現場に到着次第リーダーとなり、 

教職員の役割の確認及び指示をする。 

 

緊急性の高い症状がある場合 

 ● エピペンの準備、使用または介助 

 ● 心肺蘇生または AEDの準備、使用 

 ● 内服薬の準備、内服の介助 

 ● 上記と同時に救急車を要請する 

   

・所在地（入口）、学校名 

・主訴「いつ、だれが、どうして、現在どのような状

態なのか」（食物によるアナフィラキシー症状

で、○○の症状がある。エピペンの処方や使用

の有無。呼吸状態は…） 

・通報後も連絡可能な電話番号 

 

 

□保護者に連絡 

 

 

□必要に応じてかかりつけ医療機関に連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□教育委員会へ連絡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ エピペンの効果の持続は２０分程度 

※ 救急要請は、固定電話から行う 

場合により、携帯電話からの要請時や伝えた連絡先

が携帯電話の際は、常につながるようにしておく 
 

□児童生徒を保健室に運ぶか、現場で対応 
 

・原因食物を口に入れたとき 

⇒口から出しすすぐ 

・皮膚についたとき ⇒洗い流す 

・目の症状      ⇒洗眼 

※アナフィラキシーショックを起こしているときは 

動き回らせない。意識がある場合は、衣服を 

ゆるめ本人の楽な姿勢にする。 

※ぐったり、意識もうろうの場合、血圧が低下して 

いる可能性があるため、仰向けで足側を１５～ 

３０cmほど高くする姿勢で横たえる。 

※吐き気、嘔吐がある場合は、体と顔を横に 

向ける。 

※呼吸が苦しく仰向けになれない場合、呼吸を楽 

にするため、上半身を起こし後によりかからせる 

※移動させる場合は、背負ったり、腰掛けさせたり 

せず、横になったままの姿勢を保つ。 
 

□個人票（様式４）を準備する。 
 
□緊急時対応票（様式５）に記入を開始し、５分 

ごとに症状を観察、対応、記録する。 
 
□かかりつけ医に状況を伝え、対応を確認する。 
 
□受診には付添い、状況を医師に正確に伝える。 

（緊急時対応票と個人票を持参する。） 

主な関係機関連絡先（緊急時） TEL 所在地 

区内消防署 

江戸川消防署 ３６５６－０１１９ 中央２－９－１３ 

葛西消防署 ３６８９－０１１９ 中葛西１－２９－１ 

小岩消防署 ３６７７－０１１９ 鹿骨２－４２－１１ 

江戸川区 

医師会 

協力 

医療機関 

東京臨海病院 ５６０５－８８１１ 江戸川区臨海町１－４－２ 

東京慈恵会医科大学葛飾医療ｾﾝﾀｰ（旧 

慈恵医大青戸病院） 
３６０３－２１１１ 葛飾区青戸６－４１－２ 

東部地域病院 ５６８２－５１１１ 葛飾区亀有５－１４－１ 

東京都立墨東病院 ３６３３－６１５１ 墨田区江東橋４－２３－１５ 
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緊急性の高いアレルギー症状があるか、 

 ５分以内に 判断する 

迷ったらエピペンを打ち、直ちに救急車を 

要請する。（１１９番通報） 

呼びかけに対して反応がなく、呼吸がなけ 

れば、心肺蘇生を行い、ＡＥＤを用意する 

立たせたり歩かせたりせず、その場で安静 

にする 



５． 食物によるアナフィラキシーの受診の目安 

アナフィラキシーとは 

アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ゼーゼー、呼吸困難などの

呼吸器症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィラキシーと言います。その中でも、血圧が低下し

て意識の低下や脱力を来すような場合を 特にアナフィラキシーショックと呼び、直ちに対応しないと生命にかか

わる重篤な状態であることを意味します。また、アナフィラキシーには、アレルギー反応によらず運動や物理的な

刺激などによって起こる場合があることも知られています。 

 アドレナリン自己注射である「エピペン®」を携行している場合には、出来るだけ早期に注射することが効果的で

す。表.の「ただちに救急車で医療機関へ搬送」の段階がエピペン注射のタイミングであり、緊急に受診を要する段

階です。エピペン注射は、症状の進行が速い場合、「速やかに医療機関を受診」の段階や内服薬を服用する前

に使用しても問題ありません。エピペン注射の効果の持続は 20 分程度です。注射後、直ちに救急で医療機関を

受診します。 アナフィラキシー症状は急激に進行することが多く、最低１時間、理想的には４時間は経過を追う

必要があります。  

表． 

  

「エピペン®」の使用手順 
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６． 各種様式 

様式１－①  

食物アレルギー対応依頼書 

（ 新規 ・ 継続 ・ 継続追加有り ・ 継続一部解除有り ） 

 

 

学 校 長 殿 

 

（児童生徒名）         は、この度添付書類のように食物アレルギー 

の診断を受けましたので、今後、学校給食等の提供に際して、下記の食物について 

対応していただくよう依頼します。 

なお、食物アレルギー除去食の具体的な対応について、貴校の説明に同意します。 

 

［ 食物名 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 ： 学校生活管理指導表（様式２） 

 

 

 

令和   年   月   日 提出 

 

保護者氏名             印  

 

                                          

 

※学校処理欄 

 

 

     受領者 学校長             印    受付日  年  月  日 
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提出された内容を確認

後、学校処理欄に記入・捺

印して、必要の際は、写しを

以て保護者控えとする 



様式１－②  

食物アレルギー対応変更依頼書 

 

学 校 長 殿 

 

 

（児童生徒名）         は、学校給食等の提供に際して、下記のとお

り変更を依頼します。 

１． 医師の指導のもと、これまでに複数回食べて症状が誘発されていないので、  

        年  月   日 診断の結果、下記の食物についての対応の解除をしていた 

だくよう依頼します。 

２．  年  月   日 医師の診断の結果、診断根拠（   明らかな症状の既往   

      ・  食物負荷試験陽性  ・  IgE抗体等検査結果陽性   ) のため、下記 

の食物についての対応をしていただくよう依頼します。 

 

［ 解除・追加 食物名 ］ 

 

 

 

医 師 名            印  

 

医療機関名               

 

 

令和   年   月   日 提出 

 

保護者氏名             印  

 

                                          

 

※学校処理欄 

 

 

     受領者 学校長             印    受付日  年  月  日 
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すでに生活管理指導表を

提出していることを前提とし

て、保護者が  解除または 

年度の途中での一部解除・

追加を希望する場合に使用

する 

医師の署名が必要なため

文書料が発生する 



様式２  
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医師の診断時、アレルギ

ーの程度を把握するため、

保護者に記入してもらう 

学校は本資料を基に対応

を決定する 

緊急時症状発症の様子

や対応を聞きとっておく 
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新規対応の個別面談の

際、申請内容を正しく把握

し、家庭での状況を詳細に

得るため、保護者が記入す

る 



様式４ 

食物アレルギー対応個人票 

年 度 
      

学 年       

学級（担

任） 

      

 
（ふりがな） 

児童生徒氏名 

 

 
性別 男 ・ 女 

【緊急時連絡先】 
① 

（自宅・職場・携帯） 

 

℡     （     ）      

② 

（自宅・職場・携帯） 

 

℡     （     ）      

③ 

（自宅・職場・携帯） 

 

℡     （     ）      
 

主 治 医 

病 院 名： 

主治医名： 

電話番号： 

生活管理指導表記入日 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 
 

緊急時指定病院 
病 院 名：              診察券 No. 

電話番号： 
 

除去

食品 

 

 

※エピペンの処方 

（ ある ・ ない ） 

   ↓ 

□処方されている数（  ）本 

□保管場所・家庭 

     ・本人携帯 

・学校常時（   ） 

     ・その他（    ） 

※食物によるｱﾅﾌｨﾗｷｼｰをおこ

したこと 

（ ある ・ ない ） 

   ↓ 

□回数（  ）回 

□原因（         ） 

□症状（         ） 

服薬 

等 

[常 時] 

 

[緊急時] 

症
状
・ 

家
庭
で
の
対
応 

【  年  月  日 】（記入者名：        ） 

 

 

 

[症状発症時の対応] 

 

 

学
校
で
の
対
応 

【  年  月  日 】（記入者名：        ） 
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秘 

生活管理指導表

と共に配布し、面談

時に保護者に記入

してきてもらうとよい 

症状や対応の経過を

記録しておく個人票 

症状発症時等、情報

を確認し対応に活用でき

るよう、個人情報に注意

し、わかりやすい場所（職

員室等）に保管しておく 

中学校への引き継ぎ

資料とするとよい 



対 応 の 経 過 

 年  月  日（記入者名：     ） 年  月  日（記入者名：     ） 

症
状 

・ 

家
庭
で
の
対
応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

年  月  日（記入者名：     ） 年  月  日（記入者名：     ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 年  月  日（記入者名：     ） 年  月  日（記入者名：     ） 

学
校
で
の
対
応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

年  月  日（記入者名：     ） 年  月  日（記入者名：     ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

その他の特記事項 ※要記入年月日 
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様式５ 

緊 急 時 対 応 票       年  月  日 

（ふりがな） 

児童生徒氏名 
 

性別 

生年月日 

男 ・ 女 

平成  年  月  日（  ）歳 

○食べた時間   （   時   分 ） 

○食べたもの   （                        ） 

○食べた量    （                        ） 

 ○症状が出た時間 （   時   分 ）   ○保健室へ来た時間（   時   分 ） 

○処  置  （・口のものを取り除く・うがいをする・手を洗う・その他        ） 

○症  状  観察開始（  時  分）内服（  時  分）エピペン使用（  時  分） 
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皮膚の 

症状 

目・口・ 

鼻・顔面 

の症状 

症状 

消化器 

の症状 

呼吸器 

の症状 

全身の 

症状 

症状発症の際の緊急時に

記録しておく 

救急車を要請した場合に

情報提供する 

 

発症した症状に 

チェックする 

□ぐったり 
□意識もうろう 
□尿や便を漏らす 
□脈が触れにくいまたは不規則 
□唇や爪が青白い 

□のどや胸が締め付けられる 
□声がかすれる 
□犬が吠えるような咳 
□息がしにくい 
□持続する強い咳き込み 
□ゼーゼーする呼吸 

□数回の軽い咳 

□持続する強いお腹の痛み 
（がまんできない） 

□繰り返し吐き続ける 

□中等度のお腹の痛み 
□１～２回のおう吐 
□１～２回の下痢 

□軽いお腹の痛み 
（がまんできる） 

□吐き気 

□目のかゆみ、充血 
□口の中の違和感 唇の腫れ 
□くしゃみ・鼻水・鼻詰まり 

□軽度のかゆみ 
□数個のじんま疹 
□部分的な赤み 

□顔全体の腫れ 
□まぶたの腫れ 
 

□強いかゆみ 
□全身に広がるじんま疹 
□全身が真っ赤 

 

 

上記の症状が 

１つでもあてはまる場合 

 

１つでもあてはまる場合 １つでもあてはまる場合 

① ただちにエピペンを使用 
※エピペンの効果の 

持続時間は 20 分 

② 救急車を要請する 
③ その場で安静を保つ 
④ その場で救急隊を待つ 
⑤ 可能なら内服薬を飲ませる 

 

ただちに救急車で 
医療機関へ搬送 

 

① 内服薬を飲ませ、エピペ
ンを準備する 

② 速やかに医療機関を受
診する（救急車の要請も
考慮） 

③ 医療機関に到着するま
で、5 分ごとに症状を観
察し、左記の症状が１つ
でもあてはまる場合、エ
ピペンを使用する。 

速やかに医療機関を受診 

① 内服薬がある場合は、飲

ませる 

② 少なくとも 1時間は 5分

ごとに症状の変化（特に

脈や呼吸）を観察し、症

状の改善がみられない

場合は医療機関を受診

する 

安静にし、 
注意深く経過観察 

５分ごとに 

注意深く症状を 

観察すること 

呼びかけに対して 

反応がなく、呼吸がな

ければ、心肺蘇生を行

い、AEDを用意するこ

と 

 



７． 資 料  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

学校給食における食物アレルギー対応委員会 

委員名簿（平成２７年度） 

 

委員長  伏見 孝志   葛西中学校 校長 

千葉 友幸   宇喜田小学校 学校医 

荒巻 淳     松江第一中学校 副校長 

宇佐美 忍   下鎌田小学校 主任教諭 

鈴木 仁子   北小岩小学校 養護教諭 

木曽 ゆき子  松江第三中学校 養護教諭 

佐藤 寿子   東小松川小学校 栄養教諭 

岡崎 美喜子  南葛西小学校 学校栄養職員 

林 淳子      南葛西第三小学校 学校栄養職員 

小椋 明美   小松川第一中学校 学校栄養職員 

牛木 恵一   瑞江中学校 調理主任 

 

事務局 

山口 由美子 教育委員会事務局学務課給食保健係長 

松本 由美子 教育委員会事務局学務課給食保健係主査 

桑名 史    教育委員会事務局学務課給食保健係 給食担当 

綿引 文    教育委員会事務局学務課給食保健係 保健担当 

下村 衣代   教育委員会事務局学務課給食保健係 栄養士 

 

 


